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平成２５年度 第１６回人事委員会会議結果 

 

１ 開催日時 

 

   平成２５年１０月７日（月）午前１０時～１１時３０分 

 

２ 開催場所 

 

   人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

３ 出席者 

 

【人事委員】 

  委 員 長    曽 我 紀 厚 

     委  員  中 原   都 

 

【事務局職員】 

  事務局長  森 谷 邦 彦   次長兼任用課長  稲 田   将 

     給与課長  新 高 謙 一   係  長     遠 藤 公 亮 

     係  長  向 井 京 子   係  長     有 岡 博 己 

係  長  河 村   淳 

 

【傍聴者】   なし 

 

４ 議 題 

 

議案第１号 平成２５年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の第１次試験

合格者の決定について 

     

     議案第２号 平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（２回目））の第１次試験合格者

の決定について 

     

     議案第３号 平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の第１次試験合格者の決定につ

いて 

     

     議案第４号 平成２５年度鳥取県職員採用試験（身体障がい者対象・高校卒業程度）の第１次

試験合格者の決定について 

     

     議案第５号 選考により採用することができる職に係る承認について 

     

     議案第６号 職員団体の登録について 

 

５ 議事の公開・非公開 

 

   議案第５号及び第６号を公開とし、議案第１号から第４号までを非公開とした。 
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６ 議 事 

 

 １ 議案第１号 

   平成２５年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の第１次試験合格者の決定

について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

① 実施結果 

職   種 

公告時採用

予定者数 

（Ａ） 

採用 

予定者数 

申込者数 

 

(Ｂ) 

第１次試験 

受験者数 

（Ｃ） 

第１次試験 

合格者数 

受験率 

 

（Ｃ/Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ｃ/Ａ） 

 名程度 名程度 名 名 名 ％ 倍 

一般事務 ３ ３ ６０（ １８） ５１（ １５） １３（  ５） ８５．０ １７．０ 

土木 ２ ２ ３（  ０） ２（  ０） ２（  ０） ６６．７ １．０ 

警察事務 ２ ３ ９３（ ４７） ６４（ ３３） １０（  ４） ６８．８ ３２．０ 

保育士 ２ ２ ２６（ ２１） １９（ １４） ７（  ６） ７３．１ ９．５ 

公立学校栄養職員 ４ ４ ４９（ ４６） ４４（ ４１） １１（ １１） ８９．８ １１．０ 

合 計 １３ １４ ２３１（１３２） １８０（１０３） ４３（ ２６） ７７．９ １３．８ 

※表中の（ ）は女性の内数。 

※採用予定者数は平成２５年１０月７日時点のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２９日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】鳥取大学医学部講義・実習棟 

試 験 種 目 

【一般事務】教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査 

【警察事務】教養試験（多肢選択式）、適性検査 

【土木、保育士、公立学校栄養職員】 

教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 
【警察事務以外】１０月２９日（火）～３１日（木） 

【警察事務】１１月１日（金） 

試 験 会 場 
【警察事務以外】県庁会議室 

【警察事務】県警察本部庁舎会議室 

試 験 種 目 
【警察事務以外】人物試験（集団討論及び個別面接） 

【警察事務】人物試験（個別面接）、作文試験、身体検査 

採用候補者発表日 
【警察事務以外】１１月１５日（金）（予定） 

【警察事務】１１月２９日（金）（予定） 

※警察事務の第２次試験は、警察本部に委任して実施 

  (注) 警察事務以外の職種において、第１次試験で実施した作文試験の評価は第２次試験で行う。

（第１次試験合格者のみ採点する。） 

また、第１次試験で実施した適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使

用する。（第１次試験合格者のみ判定する。） 

 

 ２ 議案第２号 

平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（２回目））の第１次試験合格者の決定につい

て、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
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【説 明】 

① 実施結果 

試験区分 

公告時採用

予定者数 

（Ａ） 

採用 

予定者数 

申込者数 

 

(Ｂ) 

第１次試験 

受験者数 

（Ｃ） 

第１次試験 

合格者数 

受験率 

 

（Ｃ/Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ｃ/Ａ） 

 名程度 名程度 名 名 名 ％ 倍 

警察官（男性） ５ ８ ６５ ５０ ３０ ７６．９ １０．０ 

警察官（女性） １ １ ６ ３ １ ５０．０ ３．０ 

合 計 ６ ９ ７１ ５３ ３１ ７４．６ ８．８ 

※採用予定者数は平成２５年１０月７日時点のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２２日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】米子コンベンションセンター会議室 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １１月１４日（木）、１５日（金） 

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室、県庁会議室、県警察学校 

試 験 種 目 
人物試験（集団討論及び個別面接）、論文試験、適性検査、身体検査、 

体力検査 

採用候補者発表日 １２月６日（金）（予定） 

※第２次試験は、警察本部に委任して実施 

(注) 第１次試験で実施した適性検査の評価は第２次試験で行う。（第１次試験合格者のみ判定す

る。） 

 

 ３ 議案第３号 

平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の第１次試験合格者の決定について、事務局

が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

① 実施結果 

試験区分 

公告時採用

予定者数 

（Ａ） 

採用 

予定者数 

申込者数 

 

(Ｂ) 

第１次試験 

受験者数 

（Ｃ） 

第１次試験 

合格者数 

受験率 

 

（Ｃ/Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ｃ/Ａ） 

 名程度 名程度 名 名 名 ％ 倍 

警察官（男性） ２０ ２２ １２０ １０７ ７１ ８９．２ ５．４ 

警察官（女性） ３ ３ ２４ ２０ １２ ８３．３ ６．７ 

合 計 ２３ ２５ １４４ １２７ ８３ ８８．２ ５．５ 

※採用予定者数は平成２５年１０月７日時点のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２２日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】米子コンベンションセンター会議室 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 
第
２
次

試
験 

試 験 日 １１月５日（火）、６日（水） 

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室、県庁第二庁舎会議室、県警察学校 
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試 験 種 目 人物試験（個別面接）、作文試験、適性検査、身体検査、体力検査 

採用候補者発表日 １１月２９日（金）（予定） 

※第２次試験は、警察本部に委任して実施 

(注) 第１次試験で実施した適性検査の評価は第２次試験で行う。（第１次試験合格者のみ判定す

る。） 

 

 ４ 議案第４号 

平成２５年度鳥取県職員採用試験（身体障がい者対象・高校卒業程度）の第１次試験合格者の

決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

① 実施結果 

職  種 

実施決定時 

採用予定者数 

（Ａ） 

採用 

予定者数 

申込者数 

 

(Ｂ) 

第１次試験 

受験者数 

（Ｃ） 

第１次試験 

合格者数 

受験率 

 

（Ｃ/Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ｃ/Ａ） 

 名程度 名程度 名 名 名 ％ 倍 

一般事務 ３ ３ １３（  ５） １３（  ５） ８（  ２） １００．０ ４．３ 

※表中の（ ）は女性の内数。 

※採用予定者数は平成２５年１０月７日時点のもの（実施決定時から変更なし）。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２２日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】米子コンベンションセンター会議室 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １０月２８日（月） 

試 験 会 場 県庁会議室 

試 験 種 目 人物試験（個別面接） 

採用候補者発表日 １１月１５日（金）（予定） 

  (注) 第１次試験で実施した適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使用する。 

（第１次試験合格者のみ判定する。） 

 

 ５ 議案第５号 

   選考により採用することができる職に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定し

た。 

 

【説 明】 

職員の任用に関する規則第 19 条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県営病院事業管

理者から申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認しようとするもの。 

 

① 申請のあった職及び採用予定者数 

診療放射線技師     １名程度 

臨床検査技師      ３名程度 

理学療法士       ４名程度 

作業療法士       ２名程度 

言語聴覚士       ３名程度 

医療ソーシャルワーカー ２名程度 

診療情報管理士     １名程度 
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歯科衛生士       １名程度 

薬剤師         ７名程度 

 

② 採用予定日 

平成 26年４月１日 

   

③ 申請理由 

診療放射線技師 ・安全性、迅速性の観点から輸血関連業務の体制強化を図るための増員（１

名） 

臨床検査技師 ・今年度末の退職予定者の補充（１名） 

・安全性、迅速性の観点から輸血関連業務の体制強化を図るための増員（２

名） 

理学療法士 ・今年度の中途退職者の補充（１名） 

・欠員のための補充（１名） 

・リハビリテーションの需要に対応した人員を確保し、患者の早期回復・社

会復帰を図るための増員（２名） 

作業療法士 ・欠員のための補充（１名） 

・リハビリテーションの需要に対応した人員を確保し、患者の早期回復・社

会復帰を図るための増員（１名） 

言語聴覚士 ・欠員のための補充（２名） 

・リハビリテーションの需要に対応した人員を確保し、患者の早期回復・社

会復帰を図るための増員（１名） 

医療ソーシャル

ワーカー 

・欠員のための補充（１名） 

・県立病院と地域の医療機関との連携強化等を図るための増員（１名） 

診療情報管理士 ・今年度末の退職予定者の補充（１名） 

歯科衛生士 ・欠員のための補充（１名） 

薬剤師 ・今年度末の退職予定者の補充（１名） 

・欠員のための補充（６名） 

 

④ 選定方法 

  病院局において任用候補者選抜のための試験を実施。 

 (１) 試験内容 

  ア 薬剤師以外の職 

論文試験（公務員として必要な識見、思考力等及び専門的知識についての記述式試験）及び面

接試験 

  イ 薬剤師 

    教養試験、専門試験、論文試験及び面接試験 

(２) 受験資格 

ア 年齢 

  (ア) 薬剤師以外の職 

     昭和 29年４月２日以降に生まれた者 

   (イ) 薬剤師 

     昭和 53年４月２日以降に生まれた者 

  イ 資格・免許 

診療放射線技師 診療放射線技師の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

臨床検査技師 臨床検査技師の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

理学療法士 理学療法士の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

作業療法士 作業療法士の免許を有する者（又は取得見込みの者） 
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言語聴覚士 言語聴覚士の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

医療ソーシャル

ワーカー 

次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する者 

(ア) 社会福祉士の資格を有する者（又は取得見込みの者） 

(イ) 医療法に規定する病院又は診療所における医療ソーシャル

ワーカー業務の実務経験が３年以上となる（見込みの）者 

診療情報管理士 病院団体及び公益財団法人医療研修推進財団が定める診療情報管

理士認定証の交付を受けている者（又は交付見込みの者） 

歯科衛生士 歯科衛生士の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

薬剤師 薬剤師の免許を有する者（又は取得見込みの者） 

 

⑤ 人事委員会の判断 

上記の薬剤師以外の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の

承認を要するもの」として整理されている職であり、また、選定方法も適当であると判断する。 

薬剤師の職は、「競争試験によりがたい場合に、個別に人事委員会の承認を要するもの」として整

理されている職である。人事委員会が実施する競争試験で採用候補者を確保することが原則だが、当

該競争試験では必要な採用候補者が確保できず（採用予定者数４名に対し、採用候補者数は２名）、

また、多数の欠員が生じており、採用候補者の確保が別途必要であることは理解できる。また、その

選定方法も適当であると判断する。 

 

６ 議案第６号 

   職員団体の登録について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

地方公務員法第 53 条の規定に基づく職員団体の登録について、あやめ職員労働組合から申請があり、

適当と認められるので申請のとおり登録しようとするもの。 

 

① 申請者 

  米子市淀江町中間 291－21 

  あやめ職員労働組合 

  執行委員長 浜田 富美男 

 

② 申請の内容 

  職員団体の新規登録 

 

③ 根拠法令 

  地方公務員法第５３条 

  職員団体の登録に関する条例第２条、第３条 

  日野病院組合と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約 

 

④ 申請書の審査の結果 

  職員団体登録申請書及びその添付書類の記載事項はいずれも適正である。 

 

⑤ 登録年月日 

  議決日 

 

⑥ 添付資料 

 (１) 職員団体登録申請書 

 (２) 規約 

 (３) 規約の制定に関する証明書 
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 (４) 役員の選挙に関する証明書 

 (５) 重要な行為の決定（他団体への加入）に関する証明書 

 (６) 組織に関する証明書 

 

【質 疑】 

委 員 

日野病院組合が事業主体か。 

事務局 

そのとおり。 

委 員 

病院組合はどういう仕組みなのか。 

事務局 

地方自治法に基づく一部事務組合で、共同で事務処理することを目的として設置されるものであ

る。 

委 員 

いくつかの町村が集まって病院の運営をするということか。 

事務局 

そのとおり。 

委 員 

登録の要件として、「同一の地方公共団体の職員のみで組織」となっているが、２名は職員のよう

だが、他の役員３人はここの職員なのか。 

事務局 

この役員３人とは別で、他に３人役員でない職員がいて、合計で５人の職員がいるということ。 

委 員 

ここには元々職員団体がなかったのか。 

事務局 

ない。 

委 員 

構成員全員が入ったということか。 

委 員 

「あやめ」だけの職員団体ということか。 

事務局 

そのとおり。 

委 員 

病院の側の組合に入るのも手かもしれないし、こうやって新しく作るのも手かもしれない。 

委 員 

投票総数５人とあるが、これは役員でない組合員は選挙に参加していないのか。 

事務局 

この５人は外部の役員を除いた組合員５人である。 

委 員 

組合の役員に外部の労働団体の人が入る例は結構多い。実質代理人のようになっている。 

 

７ 次回の人事委員会の開催 

 

   平成２５年１１月１４日（木）午前１０時から開催することとした。 


